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基発０３２５第６号 

令和３年３月２６日 

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法

の施行について」の一部改正について 

 

 

 

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成２６年法

律第１３７号。以下「法」という。）については、「専門的知識等を有する有期雇

用労働者等に関する特別措置法の施行について」(平成２７年３月１８日付け基

発０８１０第１号。以下「通達」という。)により法の趣旨、内容及び施行に当

たっての留意事項を示したところである。 

今般、短時間及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年

法律第７６号）第８条及び第９条が令和３年４月１日から中小企業を含めて全

面的に施行及び適用されること並びに事業主が行う特定有期雇用労働者の特性

に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針の一部を改正する件（令

和２年厚生労働省告示第１５３号）が、令和２年３月３１日に告示され、令和２

年４月１日より適用されていること及び雇用保険法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第１４号）が令和３年４月１日から施行及び適用され、高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第１１条が改正され

ること並びに事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関す

る措置に関する基本的な指針の一部を改正する件（令和３年厚生労働省告示第

９３号）が、令和３年３月２４日に告示され、令和３年４月１日に適用されるこ

とに伴い、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正するとともに、通達の様

式第７号を別添のとおり改正することとしたので、了知の上、周知に遺漏なきを

期されたい。 

なお、令和２年１２月２５日付け基発１２２５第１号「押印を求める手続きの

見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等につい
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て」の発出に伴い、様式第１号及び第７号について、押印等を不要とする改正を

行っている旨併せて留意されたい。 



別添 
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新旧対照表 

 

○ 平成２７年３月１８日付け基発０８１０第１号「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行につい

て」 

 

（傍線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

目次 （略） 

 

第１ （略） 

 

第２ 法の内容 

  １～２ （略） 

３ 基本指針（法第３条関係） 

(1) （略） 

(2) 内容 

 ア～エ （略） 

オ 基本指針の具体的内容については、「事業主が行う

特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する

措置に関する基本的な指針」（平成２７年厚生労働省

告示第６９号）により、次のとおりであること。 

① （略） 

② 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた

雇用管理に関する措置の内容に関する事項 

ａ （略） 

ｂ 第一種特定有期雇用労働者の雇用管理に関する

留意事項 

事業主は、計画対象第一種特定有期雇用労働者

目次 （略） 

 

第１ （略） 

 

第２ 法の内容 

１～２ （略） 

３ 基本指針（法第３条関係） 

(1) （略） 

(2) 内容 

 ア～エ （略） 

オ 基本指針の具体的内容については、「事業主が行う

特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する

措置に関する基本的な指針」（平成２７年厚生労働省

告示第６９号）により、次のとおりであること。 

① （略） 

② 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた

雇用管理に関する措置の内容に関する事項 

ａ （略） 

ｂ 第一種特定有期雇用労働者の雇用管理に関する

留意事項 

事業主は、計画対象第一種特定有期雇用労働者
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の雇用管理を行うに際し、次に掲げる事項に留意

することが必要であるものとすること。 

(a)  一般の労働者との労働条件の均衡 

計画対象第一種特定有期雇用労働者の年収以

外の処遇及び雇用管理については、労働契約

は、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締

結し、又は変更すべき旨を定める労働契約法第

３条第２項の趣旨も踏まえ、契約締結時の年収

水準以外の社会保険、諸手当、福利厚生、企業

内職業訓練等についても、一般の労働者（第一

種特定有期雇用労働者以外の労働者）との均衡

を考慮したものとなるよう、配慮すべきこと。

なお、計画対象第一種特定有期雇用労働者及び

計画対象第二種特定有期雇用労働者（第二種計

画（事業主が行う第二種特定有期雇用労働者の

特性に応じた雇用管理に関する措置についての

計画をいう。以下同じ。）について６の認定を

受けようとする事業主が雇用する第二種特定有

期雇用労働者をいう。以下同じ。）について

も、不合理な待遇を禁止する短時間労働者及び

有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法

律（平成５年法律第 76 号）第８条及び通常の

労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に

対する差別的取扱いを禁止する同法第９条の適

用対象となるものであること。 

   (b)～(c) （略） 

  ｃ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用

管理に関する措置 

事業主は、高年齢者雇用安定法第９条第１項各

の雇用管理を行うに際し、次に掲げる事項に留意

することが必要であるものとすること。 

(a)  一般の労働者との労働条件の均衡 

計画対象第一種特定有期雇用労働者の年収以

外の処遇及び雇用管理については、労働契約

は、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締

結し、又は変更すべき旨を定める労働契約法第

３条第２項の趣旨も踏まえ、契約締結時の年収

水準以外の社会保険、諸手当、福利厚生、企業

内職業訓練等についても、一般の労働者（第一

種特定有期雇用労働者以外の労働者）との均衡

を考慮したものとなるよう、配慮すべきこと。

なお、計画対象第一種特定有期雇用労働者及び

計画対象第二種特定有期雇用労働者（第二種計

画（事業主が行う第二種特定有期雇用労働者の

特性に応じた雇用管理に関する措置についての

計画をいう。以下同じ。）について６の認定を

受けようとする事業主が雇用する第二種特定有

期雇用労働者をいう。以下同じ。）について

も、期間の定めがあることによる不合理な労働

条件を禁止する労働契約法第２０条の適用対象

となるものであること。 

 

 

 

   (b)～(c) （略） 

  ｃ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用

管理に関する措置 

事業主は、高年齢者雇用安定法第９条第１項各
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号に掲げる高年齢者雇用確保措置のいずれかを講

ずるとともに、計画対象第二種特定有期雇用労働

者に対し、次に掲げる計画対象第二種特定有期雇

用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の

うち、事業主が置かれている実情に照らして適切

なものを行うことが必要であること。 

(a) 高年齢者雇用安定法第１１条の規定による

高年齢者雇用等推進者の選任 

(b) （略） 

  ｄ～ｆ （略） 

 

  ４～１５ （略） 

 

別紙１ （略） 

 

別添２ （略） 

号に掲げる高年齢者雇用確保措置のいずれかを講

じるとともに、計画対象第二種特定有期雇用労働

者に対し、次に掲げる計画対象第二種特定有期雇

用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の

うち、事業主が置かれている実情に照らして適切

なものを行うことが必要であること。 

(a) 高年齢者雇用安定法第１１条の規定による

高年齢者雇用推進者の選任 

(b) （略） 

  ｄ～ｆ （略） 

 

  ４～１５ （略） 

 

別紙１ （略） 

 

別添２ （略） 
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